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桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、乳幼児の健やかな成長を支援するとともに、保護者の経済的負担を

軽減するために安全基準を満たした幼児２人乗用自転車（以下「３人乗り自転車」と

いう。）の貸出事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

（貸出対象者） 

第２条 ３人乗り自転車の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

 （１）市内に住所を有する満１６歳以上の者 

 （２）申請時に満１歳以上小学校就学の始期に達するまで（ただし、小学校入学前の３

月３１日まで）の幼児を２人以上養育している者 

 （３）３人乗り自転車の保管場所を確保でき、安全かつ適正に管理ができる者 

 （４）桜井警察署が実施する自転車講習会等を受講済みの者 

 （５）桜井市が実施する３人乗り自転車貸出事業において、現在利用中でないこと。 

（貸出期間） 

第３条 ３人乗り自転車の貸出期間は、利用開始の日から起算して１年以内とする。ただ

し、幼児のいずれかが小学校就学の始期に達することにより、前条第２号の規定を満

たさなくなる場合は、当該幼児の小学校就学の始期の前日までとする。 

（貸出台数） 

第４条 貸出しする３人乗り自転車の台数は、１世帯あたり１台とする。ただし、桜井市

社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）が特に必要と認めた場合は、この限り

でない。 

（申請手続等） 

第５条 ３人乗り自転車の貸出しを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、桜

井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出承認申請書（第１号様式）を会長に提出しな

ければならない。 

 ２ 会長は、前項の規定による申請を受けたときは、貸出しの可否を決定し、桜井市社

会福祉協議会３人乗り自転車貸出承認・不承認通知書（第２号様式）により申請者に

通知するものとする。 

 ３ 申請者数が、桜井市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が保有する３人乗り

自転車の台数を上回る場合は、本会が抽選によって決定する。 

（費用負担） 

第６条 ３人乗り自転車の利用料は、無料とする。 

 ２ 貸出期間中における通常の使用による摩耗を除き、自転車のフレーム、ハンドル、

スポーク、リム、チャイルドシート等の変形及び破損、パンクの修理、虫ゴムの交換

等に要する修繕費については、前条第２項の規定により貸出しの決定を受けた者（以

下「利用者」という。）の故意又は過失に関わらず、利用者の負担とする。通常使用

による摩耗とは、タイヤ、チューブ、ブレーキ用ゴム及びパットなどの消耗とする。 

（貸出期間の変更等） 

第７条 利用者は、第３条の貸出期間を超えない範囲において３人乗り自転車の貸出期間

の変更を希望するときは、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出期間変更承認申

請書（第３号様式）を会長に提出しなければならない。 
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 ２ 会長は、前項の規定による貸出期間の変更の申請があったときは、その内容を審査

し、貸出期間の変更の可否を決定し、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出期間

変更承認・不承認決定通知書（第４号様式）により利用者に通知するものとする。 

（記載事項変更の届出） 

第８条 利用者は、第５条の貸出申請書に記載した住所又は連絡先等記載事項の変更があ

ったときは、速やかに桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出承認内容変更届出書

（第５号様式）を会長に提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第９条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出

誓約書（第６号様式）を会長に提出しなければならない。 

 （１）自転車及びチャイルドシートの取扱いや安全基準を守ること。 

 （２）自転車に同乗する幼児に必ず幼児用ヘルメットを着帽させ安全を確保すること。 

 （３）自転車を定期的に点検し、異常又は故障がないよう努めること。 

 （４）自転車の改造、譲渡、転貸等を行わないこと。 

 （５）３人乗り自転車の盗難の防止に努め適正に管理すること。 

 （６）利用者は、申請時に届けた運転者に、安全運転講習会等の内容を伝えた上で運転

させること。 

 （７）利用者は、本会が指定する自転車店で、自転車の点検、整備及び修理を受け、財

団法人日本交通管理技術協会が運営する第二種点検整備済ＴＳマーク（以下「Ｔ

Ｓマーク」という。）を取得すること。 

（貸出しの取消し） 

第１０条 会長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、３人乗り自

転車の貸出の承認を取消すものとする。 

 （１）前条各号に掲げる事項を遵守しないとき。 

 （２）偽りその他不正な手段により貸出しを受けたことが判明したとき。 

 （３）前２号に掲げるもののほか、会長の指示に従わないとき。 

 ２ 前項による承認の取消しは、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出取消通知書

（第７号様式）により通知するものとする。 

（返却） 

第１１条 利用者は、３人乗り自転車の貸出期間が満了したとき、承認が取り消されたと

き又は貸出しが不要となったときは、当該３人乗り貸出自転車に桜井市社会福祉協議

会３人乗り自転車返却申出書（第８号様式）を添えて、速やかに会長に返却しなけれ

ばならない。 

（故障の措置等） 

第１２条 利用者は、貸出期間中に貸出しを受けた３人乗り自転車が、使用に支障をきた

す大きな異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、会長に報告するもの

とする。 

（事故の措置等） 

第１３条 利用者は、貸出期間内に貸出しを受けた３人乗り自転車に係る事故が発生した

ときは、事故の大小にかかわらず警察署に届ける等の法令上の処置をとるとともに次

に定めるところにより処理するものとする。 

 （１）直ちに事故の状況を会長に報告し、会長の指示に従うこと。 

 （２）当該事故に関し、会長が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出する

こと。 
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 （３）当該事故による会長が貸し出した３人乗り自転車の修理については、会長の指示

に従うこと。 

（盗難の措置等） 

第１４条 利用者は、貸出しを受けた３人乗り自転車の盗難が発生したとき又はその他被

害を受けたときは、次に定めるところにより処理するものとする。 

 （１）直ちに警察署に通報し、盗難届受理証明を交付してもらうこと。 

 （２）直ちに被害状況を本会に報告し、会長の指示に従うこと。 

 （３）盗難その他の被害に関し、会長が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく

会長に提出すること。 

 （４）盗難その他の被害に関し、利用者の過失の有無に関わらず、利用者がその損害の

全てを賠償する責任を負うものとする。 

（保険の適用等） 

第１５条 利用者が貸出しを受けた３人乗り自転車の使用中の事故により第三者に損害を

与えた場合は、利用者が損害の賠償をするものとする。この場合において、当該貸出

自転車に係る損害賠償保険（ＴＳマーク付帯保険）の適用による保険金を第三者に賠

償すべき額に充当するものとし、利用者は、当該保険金額を超える損害額の部分につい

て負担するものとする。 

（鍵の紛失等） 

第１６条 利用者は、貸出しを受けた３人乗り自転車の鍵を紛失し、又は破損した場合は、

直ちに会長へ連絡し、交換料を負担するものとする。 

（更新） 

第１７条 貸出期間の終了後においても引き続き第２条に掲げる要件を備えている者は、

貸出期間の更新ができるものとする。 

 ２ 前項の規定による更新を受けようとする者は、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転

車貸出期間更新承認申請書（第９号様式）により、貸出期間の終了する月の前月末日

までに、会長に提出しなければならない。 

 ３ 会長は、前項の規定による申請を受けたときは、貸出期間更新の可否を決定し、桜井

市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出期間更新承認・不承認通知書（第１０号様式）に

より申請者に通知するものとする。 

 ４ 利用者が３人乗り自転車を利用できる期間は３年を限度とする。初回に更新する場合の

貸出期間を１年とするが、その時点で更に更新する場合は残り１年が更新期間となる。 

（委託） 

第１８条 会長は、３人乗り自転車の運搬、点検、整備等に関する業務を委託することが

できる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 
 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   この要綱は、令和元年 6月 1日から施行する。 

   この要綱は、令和２年１０月 1日から施行する。 

 （準備行為） 

 ２ この要綱の施行に伴い、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業を行うため

の手続きその他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行日前に

おいても行うことができる。
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第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出承認申請書 
 

 私は、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱に同意のうえ、３人乗り

自転車の貸出承認申請をします。 

 

申 請 者 

フ リ ガ ナ 
 

男・女 
生年 

月日 
年  月  日 

氏 名 ㊞  

住 所 

〒６３３－ 

 桜井市 

（アパート・マンション名） 

連絡先 自宅： 携帯電話： 

駐 輪 場 所 

□ 自 宅 

□ マンション 

□ その他（                          ） 

対 象 と 

なる幼児 

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

運 転 者 

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

貸 出 希 望 期 間 年  月  日 から     年  月  日 まで 

 

【市社協記入欄】 受付年月日： 車体番号： 

【ＴＳマーク】 整備士番号： 点 検 日： 
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第２号様式（第５条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

桜井市社会福祉協議会       

会 長            ㊞ 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出承認・不承認通知書 
 

    年  月  日付けで申込みのありました３人乗り自転車については、次の
ように決定しましたので、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出要綱第５条に基
づいて通知します。 

 なお、３人乗り自転車の利用に際しては留意事項を遵守してください。 

 

 １．承 認 

貸出品目 ３人乗り自転車（車体番号：           ）１台 

貸出期間 
        年  月  日 から 

        年  月  日 までとする。 

 留意事項 
 （１）安全運転を心掛け、道路交通法その他関係法令を遵守すること。 
 （２）貸出しを受けた３人乗り自転車について、盗難の防止に努めるほか適正に管

理すること。 
 （３）３人乗り自転車を破損等したときは、直ちに桜井市社会福祉協議会に報告す

ること。 
 （４）３人乗り自転車の利用に伴う事故等によって生じた損害等に係る賠償等につ

いては、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱第１５条の
規定に従うこと。 

 （５）前各号に掲げるもののほか、桜井市社会福祉協議会が指示する事項を遵守す
ること。 

 

 

 ２．不承認 

理  由  
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第３号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

申請者 住 所                

氏 名              ㊞ 

連絡先 自宅             

携帯             

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出期間変更承認申請書 
 

 ３人乗り自転車の貸出期間を変更したいので、桜井市社会福祉協議会３人乗り自

転車貸出事業実施要綱第７条の規定により、次のとおり変更申請します。 

 

変更を希望する貸出期間 年    月    日 まで 

変更を希望する理由 

 



－7－ 

第４号様式（第７条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

桜井市社会福祉協議会       

会 長            ㊞ 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出期間変更承認・不承認決定通知書 
 

    年  月  日付けで変更申請のありました桜井市社会福祉協議会３人乗

り自転車の貸出期間について、次のように決定しましたので、桜井市社会福祉協議

会３人乗り自転車貸出要綱第７条に基づいて通知します。 

 

 １．承 認 

変更承認による

貸出期間 

         年  月  日 から 

         年  月  日までとする。 

 

 

 ２．不承認 

理 由  
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第５号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

申請者 住 所                

氏 名              ㊞ 

連絡先 自宅             

携帯             

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出承認内容変更届出書 
 

    年  月  日付けの桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出承認通知

書の記載事項に変更がありましたので、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出

事業実施要綱第８条の規定により、次のとおり届出します。 

 

変更事項 

□ 住 所 

□ 氏 名 

□ 連絡先 

□ その他（                      ） 

変更前 

 

変更後 
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第６号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出誓約書 

 

 私は、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱第９条の規定に基

づき、３人乗り自転車の貸出を受けるにあたり、下記の事項について誓約します。

また、当該３人乗り自転車について、異常及び破損がないことを確認しました。 

 

住 所                

氏 名              ㊞ 

連絡先 自宅             

携帯             

 

（１）善良な管理者の注意をもって、３人乗り自転車を常に良好な状態で管理します。 

（２）３人乗り自転車を目的に反して使用し、譲渡・転貸し、又は担保に供したり

しません。 

（３）３人乗り自転車の形状を変更し、又はこれに工作を加えません。 

（４）３人乗り自転車に異常又は損傷が生じたときは、直ちに使用を中止するとと

もに桜井市社会福祉協議会に報告し、指示を受けます。 

（５）貸出期間中に住所又は電話番号等の変更があったときは、速やかに届けます。 

（６）貸出期間が終了したとき、３人乗り自転車が不要になったとき又は貸出対象者

の要件を満たさなくなったときは、速やかに３人乗り自転車を返却します。 

（７）３人乗り自転車を滅失したときは、賠償の責務を負います。 

（８）３人乗り自転車の使用中におきた事故等につきましては、桜井市社会福祉協

議会に対して、損害賠償請求等一切の申し立てを行いません。 

 



－10－ 

第７号様式（第１０条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

桜井市社会福祉協議会       

会 長            ㊞ 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出取消通知書 
 

    年  月  日付けで貸出しの決定を行った３人乗り自転車貸出について

は、次の理由により貸出しの中止を決定したので通知します。 

 

理 由  

 



－11－ 

第８号様式（第１１条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

申請者 住 所                

氏 名              ㊞ 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車返却申出書 

 

    年  月  日付けで貸出の決定を受けた３人乗り自転車については、次の

理由により不要となったため返却します。 

 

返却理由 

□ 貸出期間が満了したため 

□ 承認が取り消されたため 

□ 貸出しが不要となったため 

 



－12－ 

第９号様式（第１７条関係） 

年  月  日 

 

桜井市社会福祉協議会 

会 長            様 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出期間更新承認申請書 
 

 私は、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱に同意のうえ、３人乗り

自転車の貸出期間更新承認申請をします。 

 

申 請 者 

フ リ ガ ナ 
 

男・女 
生年 

月日 
年  月  日 

氏 名 ㊞  

住 所 

〒６３３－ 

 桜井市 

（アパート・マンション名） 

連絡先 自宅： 携帯電話： 

駐 輪 場 所 

□ 自 宅 

□ マンション 

□ その他（                           ） 

対 象 と 

なる幼児 

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

運 転 者 

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

フ リ ガ ナ  
男・女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏 名  

貸出更新希望期間 年  月  日 から     年  月  日 まで 

 

【市社協記入欄】 受付年月日： 車体番号： 

【ＴＳマーク】 整備士番号： 点 検 日： 

 



－13－ 

第１０号様式（第１７条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

桜井市社会福祉協議会       

会 長            ㊞ 

 

 

桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車 

貸出期間更新承認・不承認通知書 
 

    年  月  日付けで申込みのありました３人乗り自転車貸出期間更新承
認申請については、次のように決定しましたので、桜井市社会福祉協議会３人乗り自
転車貸出要綱第１７条に基づいて通知します。 

 なお、３人乗り自転車の利用に際しては留意事項を遵守してください。 

 

 １．承 認 

貸出品目 ３人乗り自転車（車体番号：           ）１台 

貸出期間 

（更新） 

        年  月  日 から 

        年  月  日 までとする。 

 留意事項 
 （１）安全運転を心掛け、道路交通法その他関係法令を遵守すること。 
 （２）貸出しを受けた３人乗り自転車について、盗難の防止に努めるほか適正に管

理すること。 
 （３）３人乗り自転車を破損等したときは、直ちに桜井市社会福祉協議会に報告す

ること。 
 （４）３人乗り自転車の利用に伴う事故等によって生じた損害等に係る賠償等につ

いては、桜井市社会福祉協議会３人乗り自転車貸出事業実施要綱第１５条の
規定に従うこと。 

 （５）前各号に掲げるもののほか、桜井市社会福祉協議会が指示する事項を遵守す
ること。 

 

 

 ２．不承認 

理  由  

 


